
第 1 章　日本文化のあけぼの　・歴史資料と原始・古代の展望　②木簡から古代国家を探る
第 3 章　律令国家の形成　2. 平城京の時代　（1）藤原氏の進出と政界の動揺
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因幡国造氏の一族で、平城宮出土木
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簡、『正
しょう

倉
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院
文書』によって、8世紀中頃に下級官人として都で
活動したことが知られる人物。
　初見は、北厨坊という施設（平城宮内か）の宿
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から 748（天平20）年頃に作成されたと推測される
木簡にあらわれる（資料 1）。以後、761（天平宝
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年に東大寺の写経所の校生（写経の校正を担当）、
763（天平宝字7）年から 771（宝
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原仲麻呂が改称）の史
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切経
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（写経所を管理する組織）の主
さ

典
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としてあらわれ
る。763年から翌年にかけては、道
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鏡
きょう

の命による
経典の出納業務に携わっていることが『正倉院文
書』から知られる（資料 2）。
　771年を最後に記録から消えるため、この頃、
死亡したか、因幡国内の郡司になるために帰国し
たものと推測される。当時、郡司の任用は家柄と
能力が評価されたため、地方豪族は都で下級官人
を務め、実績を得ようとした。写経所の校生、中
央官庁の事務に携わった田作は、能力としては申
し分なかったものと考えられる。　　　（担当：石田敏紀）

古代

都の下級官人となった因幡の豪族

・石田敏紀『鳥取県史ブックレット 8　古代因幡の豪族と采女』（2011年）
・奈良国立文化財研究所『平城宮発掘調査出土出土木簡概報（11）』（1977年）
・鳥取県『新鳥取県史資料編　古代中世 2　古記録編』（2017年）
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